
 

 

 

平成２１年１月以降の申請分から免税証の有効期間が以下のとおりになりましたのでお知ら

せします。 

＊＊＊＊免税証免税証免税証免税証のののの有効期間有効期間有効期間有効期間についてについてについてについて＊＊＊＊    

＊＊＊＊船舶船舶船舶船舶のののの免税証等免税証等免税証等免税証等のののの交付申請交付申請交付申請交付申請にににに必要必要必要必要なななな書類書類書類書類＊＊＊＊ 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．使用者証使用者証使用者証使用者証（（（（２２２２年間有効年間有効年間有効年間有効））））のののの新規申請新規申請新規申請新規申請やややや更新更新更新更新をするをするをするをする場合場合場合場合    

□県証紙 ４００円          □免税軽油使用者証の交付申請書 

□更新前の免税軽油使用者証      □誓約書    

□船舶検査証書の写し         □船舶検査手帳の写し 

□小型船舶登録事項通知書の写し（お持ちの方のみ） 

□全役員の氏名がわかる法人登記簿（３カ月以内発行）の写し 

（※法人のみ必要です。） 

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．免税証免税証免税証免税証のののの申請申請申請申請をするをするをするをする場合場合場合場合    

□免税証交付申請書          □現在有効の免税軽油使用者証 

□免税軽油使用量の計算明細書     □実績書（免税軽油使用実績書） 

□報告書（免税軽油の引取り等に係る報告書）  

報告書は毎月提出する必要があります。 

ただし、交付申請数量が１月平均１kℓ未満の方は、各月ごとに作成した報告書 

（１年間なら１２枚）を、次回申請時にまとめて提出することができます。 

＜注意！＞使用しなかった免税証がある場合は必ず返還してください。 

 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．使用者証使用者証使用者証使用者証のののの記載内容記載内容記載内容記載内容にににに変更変更変更変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合    

□書換申請書             □現在有効の免税軽油使用者証 

※機械を変更又は増加する場合には、船舶検査証書の写し、船舶検査手帳の写し及び

小型船舶登録事項通知書の写し（お持ちの方のみ）が必要です。 

 

 

交 付 申 請 数 量 等 免税証有効期間 

・交付申請数量が１月平均１kℓ未満の者（新規申請者を除く） １年以内 

・交付申請数量が１月平均１kℓ以上５kℓ未満の者 

（新規申請者を除く） 
６月以内 

・交付申請数量が１月平均５kℓ以上の者 

・新規申請者 
３月以内 

船舶船舶船舶船舶のののの軽油免税証軽油免税証軽油免税証軽油免税証のののの有効期間有効期間有効期間有効期間がかがかがかがかわりまわりまわりまわりましたしたしたした    

問合問合問合問合せせせせ先先先先            香川県香川県香川県香川県県税事務所県税事務所県税事務所県税事務所    軽油引取税課軽油引取税課軽油引取税課軽油引取税課    免税担当免税担当免税担当免税担当    

TELTELTELTEL    ０８７０８７０８７０８７－－－－８０６８０６８０６８０６－－－－００００３１３１３１３１７７７７（（（（直通直通直通直通））））    

ココココココココがががが    

変変変変わりわりわりわり    

ましたましたましたました！！！！    


